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はじめに 

 

 

 

平成１５年に施行された健康増進法では、多数の者が利用する施設の管理者は、受動喫煙を防止

するために必要な措置を講ずるよう努めなければならないと定めています。 

東京都は、平成１６年に「東京都受動喫煙防止ガイドライン」を策定し、受動喫煙による健康影

響についてホームページやリーフレットを活用して、理解の促進を図っています。さらに事業者に

対しては、職場や飲食店における受動喫煙防止対策ハンドブックを作成し、禁煙・分煙等の取組を

働きかけております。 

今回、都民の受動喫煙に関する意識を把握し、今後の施策の参考とするため、調査を実施しまし

た。皆様の御協力により貴重な調査結果が得られましたので、ここに報告書としてまとめさせてい

ただきました。関係者の皆様の受動喫煙防止対策に役立てていただければ幸いです。 

最後に、本調査の実施に当たり、御協力いただきました都民の皆様に心より感謝申し上げます。 

 

 

 

 

平成 28 年 7 月 

 

 

東京都福祉保健局保健政策部長  

上 田  隆  
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